
第1959回例会 2017年1月31日（火）(天候) 晴れ №26 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「それでこそロータリー」 

ゲスト・スピーカー  

福本啓介 様（社会福祉法人白十字林間学校） 

ビジター紹介  中野博義 様（東京南RC）

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・昨日（1月30日）ステパノ学園へ行ってき

ました。昨年卓話に来て頂いた小川先生へ図

書券を贈呈してきました。大磯の駅近くで丘

の上からの眺望が素晴らしく、相模湾が見渡

せました。写真を後程回覧しますのでご覧下

さい。 

よろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-

米山功労賞マルチプルフェロー 

 第 5回 片岡啓次 会員 

-幹事報告- 

・地区から、規定審議会の立法決議案等の提出

のお願いがきております。立法決議案は4月

10日まで、立法訂正案は4月末日まで。 

（地区立法案検討委員会） 

・財団ニュースが届いておりますので回覧致し

ますのでご覧下さい。 

・3/8（水）公共イメージセミナーの案内がき

ております。14:30～17:00 ミナパーク 

 対象者は山口会長エレクト、吉田新一副幹事、

片岡公共イメージ委員長です。 

・例会の変更通知が入っております。 

大和ＲＣ 

2/7(火)例会休会、 

2/21(火)⇒2/19(日)ＩＭへ振替の為休会 

3/14(火)⇒3/12(日)55周年記念例会へ振替 

藤沢北ＲＣ 

2/24(金)振替休会⇒2/22(水) 桜の植樹 

-委員会報告- 

・次年度の社会奉仕活動について・・・山口 PE 

 、梶浦社会奉仕委員長 

・塩釜東RCへの渡し船チケットの目録贈呈に

ついて・・・梶浦社会奉仕委員長 

 写真もありますので回覧します。 

・観桜会について・・・水川親睦委員長 

 バス手配の必要上人数把握の御案内をします 

・出席報告      出席委員会 

・スマイル報告    スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 なし 

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

「社会的養護を巣立った子どもたち」 

社会福祉法人白十字林間学校 代表 福本啓介様 

点鐘 

閉会 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

１月１７日 ３４（３０） １８   １２ ５８.０６   ５８.０６ 

１月２４日 ３４（３２） ２４ ７ ７５.００   
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-スマイル-       

田中繁クラブ管理運営委員長 

【石田能治 会長】 

福本様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

【林葉之 幹事】 

福本様、本日はお忙しい中ありがとうございます。

本日の卓話楽しみにしております。 

【加藤信忠 会員】 

石井さん、元気になって良かったね。 

頑張って下さい。 

【石井博 会員】 

妻の誕生祝に綺麗なお花をいただきまして、あり

がとうございました。 

【片岡啓次 会員】 

東京南 RC の中野様、ようこそいらっしゃいまし

た。米山マルチブルフェローをいただきました。

ありがとうございます。 

【吉田新一 会員】 

福本様本日の卓話よろしくお願いします。東京南

RC の中野様本日はようこそいらっしゃいまし

た。 

【片倉昌幸 会員】 

福本啓介様、本日の卓話宜しくお願い致します。 

【梶浦暁 会員】 

あすなろサポートステーション福本様、本日の卓

話よろしくお願い致します。 

-委員会報告-

次年度の社会奉仕活動について 

            山口会長エレクト 

１/21（土）に地区補助金のセミナーに出席し

ました。その結果次年度の地区補助金を活用した

クラブの社会奉仕活動を行いたいと考えました。 

まだ私の次年度の方針を話す機会がまだござい

ませんが、これを機に重要な点を説明を致します。 

第 1に、会員増強を考えております。第2には地

元に貢献したいと思います。今年度のガバナー訪

問の際に佐野ガバナーからもお話がありました。 

私も即座に地元に貢献するために地元の社会奉仕 

活動をテーマにすることを伝えました。そのた

めまだ理事会の承認もとっていませんが、地区

の手続き的な面では、3/31までに申請をして

4月に選定委員会が行われ、プロジェクト実行

は7月以降との流れになっています。時期的に

も今準備をする必要に迫られ、早速「植樹や環

境保全・環境美化活動・・・」の項目を元に吉

田次年度幹事、林社会奉仕委員長と共に藤沢市

役所へヒアリングに行き、打ち合わせをしまし

たことを報告します。皆様のご協力をお願いし

ます。 

塩釜浦戸諸島の社会奉仕活動について 

梶浦社会奉仕委員長 

観桜会について   水川親睦委員長 

米山功労賞  

マルチプルフェロー第５回 片岡啓次 会員 



卓話 

みなさん、こんにちは。 

ご紹介に預かりました、社会福祉法人白十字

林間学校あすなろサポートステーションの所長

を務めております福本と申します。本日はよろ

しくお願い致します。      

          ・ 

 お話は前のスライドを元に行います。お話の

内容に入る前に若干自己紹介を行います。私、

あすなろサポートステーションヲ務める前は、

児童心理治療施設の職員をやっておりました。

現在、神奈川県内に児童養護施設が３３施設あ

ります、その他乳児院・児童自立支援施設など

を含めると全部で４７の施設があります。私は

その中の児童心理治療施設の職務を行っており

ました。これは大変な体験を抱えた子どもたち

の中でも心理的、医療的、教育的なケアが必要

とされる子どもたちを対象にしております。入

所している７割が精神加薬がないと生きていけ

ない子どもたちです。そこの施設職員を９年間

務めておりました。その前は学校の教員を務め

ておりました。以上が簡単な経歴です。 

私が学校の教員をしている時も施設の職員

をしているときも施設に入る子どもたちま

たはもう入るべきではないかという子ども

たちが沢山いらっしゃいました。このグラフ

は最新のデータです。前年度の虐待のケース

が悲しいことに１０万件を超えました。１年

間で児童相談所のケースワーカーさん達が

１０万件の虐待の対応をしております。悲し

いことに今現在１週間に２名くらいの割合

で子供達が命を失くしている状況です。 

 かつて児童養護施設では、特にこの湘南地

域では、戦災孤児であるお子さんたちが殆ど

でした。現在は児童養護施設に入るお子さん

達の９割以上が保護者がいらっしゃいます。

児童養護施設に入るお子さん達は、７割以上

が何らかの虐待を受けて入ってきています。 

 本来、虐待が起きた時は児童相談所が介入

をしたりとか保護者との分離を行っていま

すが、実際に１０万件の虐待対応事案におい

ては、育児保護所入所という形で保護者と切

り離さないと子どもたちの命が危ないとい

う状況に陥って保護するのが１割です。残り

の９割の子どもたちは、虐待に耐えながら地

域の中で一生懸命暮らしているのが現状で

す。 

それでも子ども食堂など様々なNGOなど地

域の方々に支えられながら、児童相談所が係

りながら何とか暮らしている訳です。 

一時保護所に辿り着いた子どもたちの中で

さらに児童養護施設に入ってくる子どもた

ちがその中のさらに１割です。保護所に辿り

着いても児童相談所のケースワーカー達は

子どもたちや親御さんたちと話し合いなが

ら何とか地域で暮らせないか一生懸命対応

するのですが、なかなかうまくいかなくて悲

しい事件が起きています。１人のケースワー

カーが大体１２０名の子どもたちを対応し

て一生懸命に走り回っております。 

その中でもうこの家においておけない、親御

さんと分離するしかない、という忘れられ t

子どもたちが児童養護施設に入っています。 

 今現在国では、児童養護施設だけではなく

里親さんという方が増えるように推進をし

ております。ファミリーグループホームなど

地域の小規模児童養護施設などを含めて私

たちは「社会的養護」と呼ばせて頂いており

ます。 

         ・ 

 本来、子育ては親御さんや地域の中で行わ

れていく訳ですが、それが叶わぬ場合に行政 

における「措置」（行政処分）ということが 

「社会的養護施設を巣立った子どもたち」 

社会福祉法人白十字林間学校 福本啓介 様 



行われます。地域に代わって行政により育てると

いうのが「社会的養護」というシステムです。 

          ・ 

なぜあすなろサポートステションができたの

か？ということですが、世の中で一番大切な子ど

もたちが今の法律では１８歳の誕生日をもって

何の後ろ盾もなく自立をしなければならない。一

般家庭の１８歳の子どもたちでも１８歳はまだ

まだいろいろな人に支えられながら、一杯躓きな

がら大人になっていく段階ですが、その中でも最

も難しい時期に親御さんの愛情を受けられなか

くて施設の中で育った子どもたちにとって一般

社会はとても難しい壁です。 

 今現在も神奈川県では年間約１００人ずつ施

設を退所されています。現在社会的養護を受けて

いる子どもたちは約４０００名近くおります。 

やはり児童養護施設を出た後には帰る場所がな

い、というのが一番の問題でした。そもそもが家

庭的基盤がない中、家庭を切り離され、そして住

んできた地域や友人と切り離され、児童相談所に

入ると学校に行けなくなるので学校を切り離さ

れ、という状態で児童養護施設に入ります。施設

を出ると今まで施設の職員や施設の地域、施設の

ケースワーカーさんたち、また児童福祉法などの

いろいろな基盤をいっきに失って自分の力でや

っていかなければなりません。もちろん施設の職

員達は施設を出た後も自分達が育てた子どもた

ちを見守りたい、なんとかケアーしたいというこ 

とで入ってくる子どもたちと同じように卒園し

た子どもたちを休みと、自費を使ってケアーし続

けました。以前は行政の補助もなく職員たちの自 

助努力のなかで、愛情のなかで熱意をもって

支援をされていました。その中で虐待防止法

が２０００年に制定されました。今年２０１

７年で、これからさらに施設を巣立っていく

子どもたちがどんどん増えていきます。従来

の孤児といわれる子どもたちとはまた別の問

題を抱えています。 

 今までは社会生活からドロップアウトして

生活保護に陥る子どもたちが非常に多かった

です。 

 更生保護施設・・・東京の若者向け更生保

護施設（少年院や刑務所を出所した方が地域

に定着するために入る施設ですが）では、児

童養護施設の出身者が４分の一いらっしゃる

そうです。 

 大阪府西成区での施設をでた４分の一の方

が生活保護を受給しているそうです。 

神奈川県でも調査した結果行不明者が多いこ

とが分かりました。どうしても身寄りや頼る

ところがないため、職員さんや里親さん一生

懸命ケアーするのですが、気付いたら連絡が

つかなくなった、生きているかどうかも分か

らない子どもたちが多くでております。 

さらに、ショッキングなデータですけれど

もビックイシューに掲載されました路上生活

者の割合が一般家庭の７２倍と言われていま

す。（貧困研究会H２０年調べ） 

施設を出た方の約１２％が路上生活に陥る

と言われています。本来住む家もなく施設退

所後の借りているアパートなどがなくなれば

直ぐにホームレスになってしまいます。 

私達あすなろサポートステーションはまだ

できて３年目ですけども、今まさに子どもた

ちの生身の姿、声で私達はようやく感じはじ

めています。 

まさに現実に直面している毎日でございま

す。 



 施設を出た方の進路がどうなっているかという

ことを申し上げます。ご覧になるように、 

進学率がとてつもなく低いことが分かります。 

生活保護家庭が大学に進学する割合は３２．９％

です。本来生活保護世帯は大学進学は法律上でき

ないですが、世帯分離などを行い進学する方もい

らっしゃいます。 

 でも児童養護施設では、専門学校も職業訓練校

も大学も含めて２３％しか進学できておりませ

ん。さまざまな奨学金等もありますが、やはり生

活を一人でやりながら進学をしながら、アルバイ

トで稼ぎながら、というのは子どもたちにとって

はとてつもなく高い壁です。施設に入所している

殆どの子どもたちは生きていくためには進学は諦

める、と言って就職を選択します。 

 実際には、金銭的な問題以外に学力の問題もあ

ります。彼ら彼女らの育ってきた家庭は生活保護

家庭だったり、一人親家庭だったり、親御さんが

精神的な問題を抱えていたり、ゴミ屋敷だったり、

若しくはとてつもない環境の中で虐待を受けて育

ってきたり、という家庭の子どもたちです。 

 おそらく宿題を見てくれる親御さんはいらっし

ゃらなかったと想定されます。勉強して頑張って

も良い未来があるとは思えなかったのでは。よう

やく一時保護所に入ってときにボランティアのお

にいさん、おねえさんが学校の代わりに勉強を教

えてくれるのが初めての勉強との出会いだという

子どもたちが沢山いらっしゃいます。 

 その後施設に入ると学校に入るのに「転校」と

いう難しい問題を抱えます。新しい学校でも、何

年も何年も学校に行けてなくて取り戻すことにと

ても時間がかかってしまいます。そういう学力的

な問題もあって進学を諦めてしまう子どもたちも

多いです。 

 さらには住む場所の問題もあります。 

施設を出ると殆どの方が一人で暮らすことになり

ます。１８歳の最後の３月３１日まで施設にいら

っしゃった方は最も自立が難しい状況です。デー

タを集約できた９０名の施設退所者のうち、家へ

帰れたのは８名です。８名のうち実父母がいらっ

しゃったのは１名と、それくらい子どもたちには 

過酷な状況です。 

支えがない中でどうやって外に出ていくのか

というと殆どは住込み就職を選択しておりま

した。彼ら彼女らには保証人がいません。保

証を書いてくれる親御さんがいません。今で

こそ施設の所長さんたちが保証をしてくれま

すが個人でできる限度額もあります。 

そのため、子どもたちは自分でアパートを借

りることができません。２０歳になるまでは

契約行為は難しいので、会社名義で契約して

いる寮が付いている会社に就職することにな

ります。 

 生まれながらの孤児たちは、施設で独り立

ちするためにマラソン等の運動をしたり体力

や精神力を鍛えて育ちます。それに対し、今

施設にいる子どもたちは、施設に入るまでの

切り捨てたいたくさんの想い出があります。

施設にいる子どもたちは「絶対に忘れない日」

が２つあります。一つは児童相談所の人に出

会って保護された日、もう一つは施設に入所

した日・・・子どもたちが「誕生日」と呼び

ます。そこからが人生が始まったんだ、それ

までの人生はできれば失くしてしまいたい、

と言っています。 

 その子どもたちが住込み就職をする業種は

限られてしまいます。男の子は建築関係、女

の子は工場に行く子が殆どです。 

実は離職率が非常に高いのが現状です。やは

り実家の支えがある子どもたちと全く支えの

ない中で一人で頑張っている子どもたちとで

は、とてつもなく環境が違うと感じてます。 

一番の問題は万が一仕事を止めてしまうと住

む場所も一緒に失くしてしまいます。 

私達は施設を出た子どもたちの相談支援を主

にさせて頂いてます。私達のサポートを受け

る子どもたちは大体の子どもたちはお仕事を

止めてしまったら住む場所もなくなってしま

った。もうお金も底をついて、今までは漫画

喫茶に泊まっていた、何とか友達にお金を借

りて転々としていた・・・それも尽きてしま

って、つながりまで尽きてしまった。皆から

嫌がられてしまった。これを私達は「４なし」

と呼んでいます。①仕事がない②お金がない

③住む場所がない④つながりがない。 

 この状態で私たちにつながって参ります。 

 その子どもたちに対して私達職員一同は何

とかして支えてあげたいと思っております。 

施設の子どもたちの世話もあり、なかなか外

に出られない。施設の職員さんと手分けをし

て住む場所を失った子どもたちの場合は住居

探しや、場合によっては役所に動向を確認し 



に行ったりしてソーシャルワークをさせていた

だいております。 

 配布した資料の中でご説明しますと私たちが

前年度に受けた相談件数が 1,116 件になりま

す。多くの相談が私たちに寄せられました。一度

相談にのると、殆どの子どもたちが仕事だけでな

い、お金だけだない、たくさんの精神的な問題を

抱えている事が分かりました。 

 殆どの子どもたちは、施設を出た後に、施設に

入る前の過酷な環境を思い出したり、頼るところ

がなく自分の人生がこの先どうなっていくのか

とてつもなく大きな不安を抱えながら、一生懸命

頑張っていくのですが、心が折れてしまう、そう

いう子どもたちも正直いらっしゃいます。 

寄せられる相談は多岐に亘ります。子どもたちそ

れぞれに違う問題を抱えていて一括りにできな

いのが現状です。だからといって、 

 子どもたちは社会の中で全く生きていけない

のか、と言えばそうではありません。皆様の前で

こうやって御挨拶させて頂くのはあいがたい機

会だと思いまして、今ご覧のものはあすなろホー

ムステーションの写真です。マンションの１室を

借りて相談室として改装しております。 

 子どもたちに「お帰り」といえる雰囲気にする

ことを大事にしております。ホームステーション

では子どもたちの相談にのったり、毎週土曜日に

ご飯を食べられるようにしております。お金はと

っておりません。週に1回顔を合わせて心の拠り

所になれるように、一緒にご飯を食べることで何

とか明日への活力が芽生えるように、と支えてい

ければと思いながら活動しております。 

 実際に子どもたちに話を聞くと壮絶な内容で

した。 

 事例としては、住込みで就職したが、退職した

ら行き場所がなくなった。この状況ではホームレ 

ムレスになったりとか、女の子の場合は水商

売という場所にあっという間に引っ張られて

しまって・・・行方不明になるのはそういう

方が殆どです。まだスナックとかキャバクラ

とかで一生懸命頑張る子どもたちもいます

が、どんなに私達が手を差し伸べても、生き

ていくためには後ろめたい水商売に落ちてし

まった子どもたちがすごく沢山いました。 

中には軽犯罪に手を染めてしまって少年院

へ行った方も。また何とか頑張ろう、頑張ろ

うと真面目に努力していた結果、心を病んで

精神科は入院した子どもさんもいらっしゃい

ました。 

 児童養護施設で高校に進学できるようにな

ったのは最近のことですが、それでも高校さ

えいけなかった子どもたちもいます。国の児

童養護の予算は約3600億円と言われていま

すが、少子化の中でどんどん虐待を受ける子

どもたちが増えていく現状では対応できない

といえます。そのような中で私たちは、一般

家庭で育った子どもたちよりかなり幼くて精

神的に脆い子どもたちを支えております。 

         ・ 

 今回ロータリークラブ様でお話をさせて頂

くということで、是非皆様にお伝えしたいこ

とがあります。「子どもたちを仕事通して育

てていただければ、と思います。」生活のし

んどさが背景にあること、虐げられて育った

過去をもっていることをご理解頂きたいで

す。子どもたちは親を選ぶことができません

でした。入る施設も選ぶことができませんで

した。理解のある事業主さんがいることで子

どもたちは何とか生きていけると思います。 

 子どもたちの自立に対するお手伝いをお願

いできれば幸いです。 

 本日は御清聴、ありがとうございました。 
会場：クリスタルホテル5F ボンヌ シャンス 


